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し尿処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）○数字は前頁一覧表の番号と対応している。 
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3-2 産業廃棄物 

（１）産業廃棄物の処理 

令和２年度の排出量及び処理量は下図のとおりです。排出量は 1,433 千トンで、中間処理に

よる減量化量は 772 千トン（排出量の 53.9％）で、再生利用量は 598 千トン（同 41.7％）、最

終処分量は 60千トン（同 4.2％）となっています。 

 

県内の産業廃棄物の排出量及び処理量（令和２年度実績） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

 

 

◆産業廃棄物の実績及び目標 

 

指 標 単 位 
平成 17 年度 

実  績 

平成 22 年度 

実  績 

平成 27 年度 

実  績 

令和２年度 

推  計 

令和９年度 

目  標 

排出量 千トン 1,696 1,539 1,474 1,433 1,433 

再生利用率 ％ 48.5 48.3 42.1 41.7 44.8 

最終処分量 千トン 99 74 72 60 60 
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①産業廃棄物の排出状況 

令和２年度の産業廃棄物の排出量は、平成 27年度と比較して減少しています。業種別にみ

ると、製造業は増加していますが、電気・水道業、建設業、農業は減少しています。種類別

にみると、廃プラスチックは増加していますが、汚泥は横ばい、その他は減少しています。 

 

 

産業廃棄物の排出量の推移（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出量の推移（種類別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 
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産業廃棄物の排出量（業種別・種類別、令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

注１）各項目の数値は、四捨五入した値を使用しているため、総数と個々の合計は一致しない場合がある。 

注２）空白は該当値がないものであり、「0」表示は 500 トン未満であることを示している。 
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②産業廃棄物の処理状況 

令和２年度の産業廃棄物の処理量は、平成 27年度と比較して、再生利用量、最終処分量及

び減量化量はいずれも減少しています。 

 

産業廃棄物の処理量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

 

産業廃棄物の処理量（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

注１）各項目の数値は、四捨五入した値を使用しているため、総数と個々の合計は一致しない場合がある。 

注２）空白は該当値がないものであり、「0」表示は 500 トン未満であることを示している。 

注３）下段（ ）内の数字は各年の排出量に対する比率を示す。 
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業種別の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量の割合（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 
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産業廃棄物の処理量の推移（種類別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

注１）各項目の数値は、四捨五入した値を使用しているため、総数と個々の合計は一致しない場合がある。 

注２）空白は該当値がないものであり、「0」表示は 500 トン未満であることを示している。 

注３）下段（ ）内の数字は各年の排出量に対する比率を示す。 
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種類別の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量の割合（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 
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○再生利用（リサイクル）の状況 

再生利用量を業種別にみると、建設業が 53.3％で最も多く、次いで、農業が 22.9％、製

造業が 14.7％等となっています。再生利用量を種類別にみると、がれき類が 43.9％で最も

多く、次いで、動物のふん尿が 22.9％、汚泥が 8.1％等となっています。 

 

産業廃棄物の再生利用量（業種別、令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の再生利用量（種類別、令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 
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産業廃棄物の再生利用量（業種別・種類別、令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

注１）各項目の数値は、四捨五入した値を使用しているため、総数と個々の合計は一致しない場合がある。 

注２）空白は該当値がないものであり、「0」表示は 500 トン未満であることを示している。 
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○最終処分の状況 

最終処分量を業種別にみると、電気・水道業が 34.6％で最も多く、次いで、建設業が

28.3％、製造業が 17.0％等となっています。最終処分量を種類別にみると、汚泥が 43.8％

で最も多く、次いで、がれき類が 13.0％、廃プラスチック類が 9.7％等となっています。 

 

産業廃棄物の最終処分量（業種別、令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の最終処分量（種類別、令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 
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産業廃棄物の最終処分量（業種別・種類別、令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

注１）各項目の数値は、四捨五入した値を使用しているため、総数と個々の合計は一致しない場合がある。 

注２）空白は該当値がないものであり、「0」表示は 500 トン未満であることを示している。 
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（２）特別管理産業廃棄物処理の状況 

令和２年度の１年間に県内で発生した特別管理産業廃棄物の排出量は 9.5 千トンとなって

います。再生利用量は 2.6千トン（排出量の 27.8％）であり、減量化量が 5.7千トン（同 60.0％）、

最終処分量が 1.2千トン（同 12.2％）となっています。 

業種別にみると、排出量では、医療・福祉が 4.6千トン（排出量の 48.0％）と最も多く、次

いで、製造業が 4.4千トン（同 46.7％）となっています。最終処分量では、製造業が 0.8 千ト

ン（最終処分量全体の 66.8％）と最も多く、次いで、医療・福祉が 0.2 千トン（同 20.4％）、

建設業が 0.1千トン（同 11.0％）となっています。 

種類別にみると、排出量では、感染性廃棄物が 4.6 千トン（排出量の 48.1％）と最も多く、

次いで、腐食性廃酸が 3.1千トン（同 32.9％）、引火性廃油が 1.4 トン（同 14.5％）となって

います。最終処分量では、感染性廃棄物が 0.4千トン（最終処分量全体の 32.3％）となってい

ます。 

 

県内の特別管理産業廃棄物の排出量及び処理量（令和２年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

注１） [  ]内の数値は発生量に対する割合を、(  )内の数値は排出量に対する割合を示している。 

注２） 各項目の数値は、四捨五入した値を使用しているため、総数と個々の合計は一致しない場合がある。 

注３） 空白は該当値がないものであり、「0.0」表示は 50 トン未満であることを示している。 
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特別管理産業廃棄物の排出量（業種別、令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出量（種類別、令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 
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特別管理産業廃棄物の排出及び処理状況（業種別、令和２年度） 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

注）各項目の数値は四捨五入しているため、総数と個々の合計は一致しない場合がある。 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出及び処理状況（種類別、令和２年度） 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

注１）各項目の数値は四捨五入しているため、総数と個々の合計は一致しない場合がある。 

注２）非特別管理産業廃棄物とは、焼却等の中間処理により特別管理産業廃棄物ではなくなった産業廃棄物。 
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（３）産業廃棄物処理施設の状況 

令和４年３月末現在の産業廃棄物の処理施設（許可対象施設）は、全体で 63施設となってい

ます。令和４年３月末現在における法第 14条第１項の規定による産業廃棄物収集運搬業、同条

第６項の規定による産業廃棄物処分業、法第 14条の４第１項の規定による特別管理産業廃棄物

収集運搬業及び同条第６項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可状況は、収集運搬業

4,106件（奈良県：4,099件、奈良市：７件）、処分業 87件（奈良県：78件、奈良市：９件）と

なっています。 

令和４年３月末現在で設置許可があり、稼働中の産業廃棄物の最終処分場は全体で６施設と

なっており、このうち安定型処分場は５施設、管理型処分場は１施設となっています。残余容

量は、令和４年３月末現在で、約 2,343千 m3となっており、このうち安定型処分場が約 498千

m3、管理型処分場が約 1,845千 m3となっています。 

 

産業廃棄物処理施設の設置状況（令和４年３月末現在） 

 

 

注１）（ ）内は、平成 29 年３月末現在 

注２）法第 15 条許可対象施設であり、同一施設であって複数に該当する場合は、各々の施設数を 1 とする。 

注３）処理能力は、設置許可数に基づいた処理能力の合計とする。 
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産業廃棄物処理業者の許可件数（令和４年３月末現在） 

 

注１）（ ）内は、平成 29 年３月末現在 

注２）収集運搬業は積替え・保管を含む 

 

産業廃棄物最終処分場の設置許可状況（令和４年３月末現在） 

 

注１）（ ）内は、平成 29 年３月末現在 

注２）大阪湾フェニックスを除く 
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（４）産業廃棄物の広域移動状況 

産業廃棄物処理業者に委託された 526 千トンのうち、県内で処理された量は 366 千トン（委

託処理量の 69.6％）であり、県外で処理された量は 160 千トン（同 30.4％）となっています。 

委託処理量を種類別にみると、県内で処理されたのは、がれき類が 243 千トン（県内委託処

理量の 66.8％）で最も多く、次いで、汚泥、廃プラスチック類等となっており、県外で処理さ

れたのは、廃プラスチック類が 34千トン（県外委託処理量の 21.3％）で最も多く、次いで、汚

泥、がれき類となっています。 

県外委託処理量を地方ブロック別にみると、近畿地方が 155千トン（県外委託処理量の 97.1％）

で最も多く、次いで、中部地方、中国地方等となっています。 

 

産業廃棄物の県内外の移動状況（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

注１）各項目の数値は、四捨五入しているため、総数と個々の合計は一致しない場合がある。 

注２）空白は該当値がないものであり、「0」表示は 500 トン未満であることを示している。 

 

 

産業廃棄物の県内外の移動状況（種類別、令和２年度） 

 

［県内の処理状況］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 
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［県外の処理状況］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

 

 

産業廃棄物の県内外の移動状況（ブロック別等、令和２年度） 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 

注１）各項目の数値は、四捨五入しているため、総数と個々の合計は一致しない場合がある。 

注２）空白は該当値がないものであり、「0」表示は 500kg未満であることを示している。 
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3-3 廃棄物排出量の内訳 

令和２年度に奈良県内で排出された廃棄物は 1,867 千トンであり、そのうちの 23.2％が一般廃

棄物、76.8％が産業廃棄物です。また、事業系廃棄物の排出量は 1,549 千トンであり、そのうち

一般廃棄物は 7.5％、産業廃棄物は 92.5％となっています。 

 

廃棄物排出量の内訳（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業系廃棄物排出量の内訳（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：一般廃棄物処理事業実態調査（環境省）及び令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 
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3-4 大阪湾フェニックス計画 

（１）大阪湾フェニックス計画の目的 

大阪湾フェニックス計画は、近畿の自治体や港湾管理者が出資する事業であり、大阪湾の埋

立により、近畿圏から発生する廃棄物の最終処分を行い、埋立てた土地を活用して、港湾機能

の整備を図るものです。 

この大阪湾フェニックス計画には、次の２つの大きな目的があります。 

①大阪湾圏域の広域処理対象区域から発生する廃棄物を適正に埋立処分し、大阪湾圏域の

生活環境の保全を図ること。 

②埋立によってできた土地を活用して、港湾の秩序ある整備をし、地域の均衡ある発展に

寄与すること。 

なお、広域処理対象区域（令和４年 10 月現在）は、近畿２府４県のうち 169 市町村であり、

奈良県内は 12市 15町８村が対象区域となっています。 

 

（２）大阪湾フェニックス計画の主な経緯 

昭和 56 年 12月  広域臨海環境整備センター法施行 

昭和 57 年 3月  大阪湾広域臨海環境整備センター設立 

平成 2 年 1月  尼崎沖処分場受入開始 

平成  4 年 1月  泉大津沖処分場受入開始 

平成 13 年 12月  神戸沖処分場受入開始 

平成 21 年 10月  大阪沖処分場受入開始 

平成 30 年 3月  基本計画の変更認可（埋立期間を令和 14年度まで延長） 

令和 ４年 8月  基本計画の変更認可（山添村の追加、泉大津沖・尼崎沖の受入期間延伸） 

 

（３）現況等 

大阪湾フェニックスセンター埋立処分場の状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大阪湾広域臨海環境整備センターホームページ 

注１）全体埋立量は大阪湾圏域広域処理場整備基本計画(案)概要説明書（令和４年４月、大阪湾広域臨海環境整

備センター）より 

注２）埋立量の管理型・安定型及び R2 実績は「処分場維持管理情報」から換算している。 

注３）尼崎沖・泉大津沖埋立処分場の管理型区画については、廃棄物の受入を終了している。 
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（４）奈良県からの廃棄物の大阪湾フェニックスセンター埋立処分場への搬入状況 

奈良県から大阪湾フェニックスセンター埋立処分場へ搬入された量は、令和３年度で一般廃

棄物が 30千トン、産業廃棄物が４千トンとなっています。 

 

大阪湾フェニックスセンター埋立処分場への搬入量の推移 

（単位：千トン） 

種別 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

一般廃棄物 40 41 40 39 37 35 34 37 36 34 32 30 

産業廃棄物 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 3 4 

 

 

大阪湾フェニックスセンター埋立処分場への依存状況 

 

一般廃棄物 H13 H17 H22 H27 R2 

最終処分量（千トン） 82 78 64 61  51 

フェニックス搬入量（千トン） 48 40 40 35  32 

フェニックス依存度 58.5% 51.3% 62.5% 57.4% 62.7% 

 

産業廃棄物 H13 H17 H22 H27 R2 

最終処分量（千トン） 184 99 74 72 60 

フェニックス搬入量（千トン） 4 3 6 4 3 

フェニックス依存度 2.2% 3.0% 8.1% 5.6% 5.0% 
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3-5 不法投棄等の状況 

県内の不法投棄の発生件数は、年度ごとでバラツキが大きくなっています。 

家電リサイクル法対象品目の不法投棄台数は、平成 15年度をピークに減少した後、テレビ放送

の地上波デジタル放送への移行(平成 23 年７月)に伴って一時的にテレビの不法投棄が増加しま

したが、その後は減少しています。令和２年度の内訳を見ると、テレビが全体の５割以上を占め

ています。 

 

不法投棄・不法焼却の発生件数の推移 

 

注）県景観・環境保全センターによる認知件数 

 

使用済家電製品の不法投棄台数の推移 

 
出典：市区町村における家電リサイクル法への取組み状況について（環境省） 

注）R2 実績は R5.4 公表予定の値 
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3-6 廃棄物処理における脱炭素化の現状 

 県全体の温室効果ガス排出量、廃棄物部門以外の全ての部門では平成 25年度以降減少傾向であ

るが、廃棄物分野の排出量はほぼ横ばいである。県民１人当たりの排出量でも同様の傾向で、廃

棄物分野の排出量のみほぼ横ばいであり、廃棄物部門の脱炭素化の取組が必要である。 

 

二酸化炭素排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民一人当たりの二酸化炭素排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2019 年度 県内温室効果ガス排出量のとりまとめ結果について（奈良県ホームページ） 
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3-7 産業廃棄物税の使途 

産業廃棄物税は、産業廃棄物の発生抑制及び再生利用の促進、産業廃棄物監視強化対策、その

他の産業廃棄物の適正な処理に関する施策に要する費用に充てられる法定外目的税※であり、納税

義務者は県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出業者または中間処理業者です。奈良県

では、平成 16年４月１日から産業廃棄物税を導入しました。 

本県における産業廃棄物税の使途は、次のとおりです。 

 

1．市町村支援 

⚫ 最終処分場周辺調査、不法投棄防止対策、環境学習 等 

 

2．事業者支援 

⚫ 排出抑制、再生利用のための研究開発・設備導入 

⚫ 環境カウンセラー派遣 等 

 

3．監視体制強化 

⚫ 監視パトロールの実施 

⚫ 産業廃棄物処理施設等への立ち入り調査・指導 

⚫ 不法投棄物の撤去 等 

 

4．啓発等 

⚫ 奈良県リサイクル認定製品の普及啓発 

⚫ 不法投棄撲滅に向けた広報活動 

⚫ 廃棄物の実態調査、計画の策定 

⚫ 事業者研修の実施 

⚫ 環境フェアへの出展、美化清掃活動、講習会の開催 等 

 

 

 

 

※法定外目的税…法律で定められた税目のほかに、地方自治体が特定の使用目的や事業の経費と

するために条例で定めて設ける税。 
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資料４ 将来予測の推計手法及び推計結果 

4-1 一般廃棄物 

（１）人口の推計 

将来人口の予測は、令和２年の実績値をもとに、奈良県人口ビジョンにおける平成 22年か

ら令和 22年までの 30 年間の年あたり伸び率を適用して予測値としました。 

 

人口の推移と予測結果 

（単位：人） 

年度 実績 予測値 

平成 27 1,388,771  

平成 28 1,381,251  

平成 29 1,372,314  

平成 30 1,363,288  

令和１ 1,354,624  

令和２ 1,345,809  

令和３  1,339,382 

令和４  1,332,954 

令和５  1,326,527 

令和６  1,320,099 

令和７  1,313,672 

令和８  1,307,244 

令和９  1,300,817 
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（２）一般廃棄物（ごみ）排出量の推計 

生活系ごみと集団回収のごみ排出量の将来予測については、排出量原単位の将来予測をトレ

ンド法（直線式）により行い、次式により将来予測量を推計しました。 

 

将来予測量 = 排出量原単位（g/人・日）×将来予測人口（人）×365 または 366（日/年） 

 

事業系ごみ、再生利用量、最終処分量については、排出量をトレンド法（直線式）による予

測で推計しました。 

 

ごみの将来予測値一覧 

                                      単位：（千トン） 

年度 

処理区分 

令和２年度 

（実績値） 

令和４年度 

（予測値） 

令和９年度 

（予測値） 

排出量 434 (100%) 426 (100%) 399 (100%) 

再生利用量 69 (15.8％) 70 (16.4％) 69 (17.3％) 

減量化量 314 (72.4％) 307 (72.1％) 285 (71.4％) 

最終処分量 51 (11.8％) 49 (11.5％) 45 (11.3％) 

 

 

ごみの再生利用量及び最終処分量の将来予測 
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ごみの将来予測値一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）人口は令和２年の実績値をもとに、奈良県人口ビジョンにおける平成 22 年から令和 22 年までの 30 年間の年あ

たり伸び率を適用して予測値とした。 

注２）生活系ごみと集団回収量は、排出量原単位のトレンド法（直線式）による推計値に人口を乗じて推計した。 

注３）事業系ごみ排出量、再生利用量、最終処分量は、トレンド法（直線式）により推計した。 
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4-2 産業廃棄物 

産業廃棄物の将来予測を行うにあたっては、大きな技術革新及び法律上の産業廃棄物の分類に

変更がなく、現時点の産業廃棄物の発生量と各活動量指標の関係及び業種毎種類毎の処理形態は

将来も不変としました。 

業種毎に各種経済指標を将来推計し、推定した経済指標に今回調査時の発生原単位を乗じて排

出量などを予測しました。 

 

業種別の将来予測方法 

業   種 活動量指標（経済指標） 

建設業 

過去（平成23～令和２年）の元請完成工事高を５つの予測式（一次傾向線、修正

指数曲線、対数関数曲線、べき乗曲線、ロジステック曲線）を作成した。このう

ち、最も傾きが低く、妥当性のある予測式を採用し、将来の排出量を推計した。 

製造業 
製造業の産業中分類ごとに製造品出荷額を、建設業と同様の手法で将来の発

生量を算出した。 

電
気
・
水
道
業 

電気業・ガス業 
「日本の地域別将来推計人口」（平成30年３月推計 国立社会保障・人口問題研

究所）で示されている奈良県の将来推計人口の増減率を住民基本台帳人口に

乗じることにより、将来の人口を推計し、その人口の見込み伸び率を用いた。 上水道業 

下水道業 
下水道業に関しては、「奈良県汚水処理構想」(平成28年６月、奈良県)で示され

ている、汚水の流入予測量の伸び率を用いた。 

農   業 
過去（平成23～令和２年）の家畜の飼養頭羽数を、建設業と同様の手法で将来

の発生量を推計した。 

病   院 
過去（平成23～令和２年）の病床数を、建設業と同様の手法で将来の発生量を

推計した。 

その他の業種 
業種大分類別に過去からの従業者数を、建設業と同様の手法で将来の発生量

を推計した。 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 
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産業廃棄物の業種別排出量予測結果 

 

 

 

 

産業廃棄物の種類別排出量予測結果 

 

 

 

出典：令和３年度奈良県産業廃棄物等実態調査報告書（令和２年度実績） 
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資料５ 下水道普及率の推移 

 

 

出典：奈良県汚水処理構想 

注）R7 は奈良県汚水処理構想の目標値、R4 から R6 は R3 実績と R7 目標を直線で結んだ値である。 

 

 

 


